
市
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報

を
取
り
扱
う
際
の
ル
ー
ル
を
定
め

た
も
の
で
す
。
ま
た
、
市
民
の
み

な
さ
ん
が
自
分
の
情
報
に
つ
い
て
、

開
示
の
請
求
を
し
た
り
、
訂
正
や

利
用
の
中
止
な
ど
を
求
め
た
り
す

る
権
利
を
保
障
し
て
い
ま
す
。

○
取
得
の
制
限

市
に
お
け
る
個
人
情
報
を
取
り

め
ら
れ
た
場
合
や
、
利
用
・
提
供

の
制
限
に
違
反
し
て
取
り
扱
わ
れ

て
い
る
と
き
は
、
そ
の
情
報
の
利

用
の
停
止
、
消
去
、
提
供
の
停
止

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

所
定
の
用
紙
に
氏
名
、
住
所
な

ど
の
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
運

転
免
許
証
な
ど
本
人
で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

総
務
課
情
報
公

開
室
（
�
20
―

３
１
０
５
）

個
人
情
報
保
護
制
度
と
は

開
示
な
ど
の
手
続
き

扱
う
事
務
の
目
的
を
明
確
に
し
、

市
は
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
必
要
な
範
囲
内
で
、
原
則
と
し

て
本
人
か
ら
情
報
を
取
得
し
ま
す
。

ま
た
、
思
想
、
信
条
、
信
教
な

ど
の
情
報
は
取
得
し
ま
せ
ん
。

○
利
用
・
提
供
の
制
限

個
人
情
報
は
、
原
則
と
し
て
、

取
得
し
た
目
的
以
外
に
市
の
内
部

で
利
用
し
た
り
、
外
部
に
提
供
し

た
り
し
ま
せ
ん
。

○
適
正
な
管
理

市
が
保
有
す
る
個
人
情
報
は
正

確
で
最
新
の
も
の
と
し
、漏
え
い
、

改
ざ
ん
な
ど
を
防
止
し
ま
す
。

ま
た
、
必
要
の
な
く
な
っ
た
個
人

情
報
は
廃
棄
し
ま
す
。

○
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
の

閲
覧市

が
行
う
個
人
情
報
を
取
り
扱

う
事
務
の
目
的
や
内
容
な
ど
を
記

録
し
た
「
個
人
情
報
取
扱
事
務
登

録
簿
」
を
作
成
し
、
市
民
の
み
な

さ
ん
の
閲
覧
に
供
し
ま
す
。

○
開
示
請
求
権

市
が
保
有
し
て
い
る
自
分
の
情

報
に
つ
い
て
、
開
示
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

○
訂
正
な
ど
請
求
権

市
が
保
有
し
て
い
る
自
分
の
情

報
の
事
実
に
関
し
て
誤
り
が
あ
る

と
き
は
、
訂
正
、
追
加
、
削
除
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
利
用
停
止
な
ど
請
求
権

市
が
保
有
す
る
自
分
の
情
報

が
、
取
得
の
制
限
に
違
反
し
て
集

個
人
情
報
を
適
正
に

取
り
扱
う
た
め
の
ル
ー
ル

個
人
情
報
の
開
示
な
ど
を

求
め
る
権
利
の
保
障

支支支支援援援援費費費費のののの支支支支給給給給申申申申請請請請ははははおおおお済済済済みみみみでででですすすすかかかか
4月1日から、身体障害のある人や知的障害のある人の
福祉サービス（障害のある子どもの在宅福祉も含む）の
大部分が、措置制度から支援費制度に変わります。支援
費制度のサービスの利用を希望する人は、支給の申請を
行い、受給者証の交付を受けることが必要です。（支援費
の対象とならないサービスは、これまでのとおりの手続
きで利用できます。）

■問い合わせ先　福祉課（�20―3181）

福祉サービスの種類支援費の種類区　　　　分

居宅介護（ホームヘルプサービス、
ガイドヘルプサービス）　
デイサービス
短期入所（ショートステイ）

居宅生活支援費
身体障害のある人

更生施設（入所・通所）、療護施設、
授産施設（入所・通所）施設訓練等支援費

居宅介護（ホームヘルプサービス）
デイサービス　
短期入所（ショートステイ）　
グループホーム

居宅生活支援費
知的障害のある人

更生施設（入所・通所）、授産施設
（入所・通所）、通勤寮施設訓練等支援費

居宅介護（ホームヘルプサービス）
デイサービス、短期入所（ショート
ステイ）

居宅生活支援費障害のある子ども

鳥
取
市
で
は
、
市
民
の
み
な
さ
ん
の
個
人
情
報
を
も
と
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。
市
で
は
、
み
な
さ
ん
の
個
人

情
報
を
よ
り
適
正
に
取
り
扱
う
こ
と
や
、
請
求
に
応
じ
て
市
が
保

有
し
て
い
る
個
人
情
報
の
開
示
な
ど
を
行
う
「
個
人
情
報
保
護
制

度
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
す
。

とっとり市報（2003.3.15）

４４４４月月月月１１１１日日日日かかかからららら

個人情報保護制度が個人情報保護制度が
始まります始まります


